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募
集

催
し

講
座

相
談

皆
さ
ん
の
善
意

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
を
忘
れ
ず
に

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
保
険
料
の
納
付
済
月
数
が
基
準
を
満

た
せ
ず
、
将
来
年
金
を
受
給
で
き
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
年
金
は
、
受
け
取

る
時
点
で
納
付
済
月
数
が
多
い
ほ
ど
支
給

さ
れ
る
年
金
額
が
多
く
な
り
ま
す
。
不
慮

の
事
故
や
病
気
な
ど
で
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
を
請
求
す
る
際
も
、
受
給
資
格
で
あ

る
納
付
要
件
を
満
た
せ
ず
、
請
求
で
き
な

く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
過
去
２
年
以

内
の
保
険
料
は
速
や
か
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。
納
付
期
限
ま
た
は
使
用
期
限
内
の
納

付
書
は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
納
付
期
限
後
２
年

を
経
過
し
て
い
な
い
納
付
書
は
、
金
融
機

関
・
郵
便
局
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
付
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
前
橋
年
金

事
務
所
へ
納
付
書
の
再
発
行
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。
納
付
期
限
か
ら
２
年
経
過
し

た
納
付
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
場
合
、

前
橋
年
金
事
務
所
や
日
本
年
金
機
構
か
ら

納
付
催
告
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
、
日

本
年
金
機
構
に
委
託
さ
れ
た
事
業
者
に
よ

る
納
付
催
告
の
文
書
・
電
話
連
絡
が
行
な

わ
れ
ま
す
。

問

年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

で
保
険
料
が
納
付
で
き
な
い
人
の
た
め
、

保
険
料
を
減
額
で
き
る
申
請
免
除
や
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
し
た
期
間
が

あ
る
場
合
、
65
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢

基
礎
年
金
の
額
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付

し
た
人
と
比
べ
て
免
除
や
納
付
猶
予
期
間

分
だ
け
少
な
く
な
り
ま
す
。
将
来
受
け
取

る
年
金
額
を
少
し
で
も
増
や
す
た
め
、
免

除
・
納
付
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
を

後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
る「
追
納
制

度
」が
あ
り
ま
す
。
追
納
は
、
申
請
日
か

ら
過
去
10
年
以
内
に
免
除
・
納
付
猶
予
さ

れ
た
保
険
料
を
古
い
分
か
ら
納
め
る
こ
と

に
な
り
、
10
年
を
経
過
し
た
保
険
料
は
納

め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
免
除
・
納
付
猶

予
さ
れ
た
年
度
の
保
険
料
は
翌
年
４
月
か

ら
２
年
度
を
経
過
す
る
と
加
算
金
が
付
き

ま
す
の
で
、
追
納
を
希
望
す
る
人
は
、
早

め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
追
納
期
間
を
経
過
し
て
過
去
の
保
険
料

が
納
付
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
60
歳
以

降
も
任
意
で
国
民
年
金
に
加
入
し
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
で
、
受
け
取
る
年
金
額

市
民
総
合
ス
ポ
ー
ツ
大
会
兼
市
民
ボ

ウ
リ
ン
グ
大
会
兼
県
民
ス
ポ
ー
ツ
大

会
代
表
選
手
選
考
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

時

７
月
12
日（
日
）午
前
９
時
集
合

場

桐
生
ス
タ
ー
レ
ー
ン（
桐
生
市
）

対

市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の

人
、
ま
た
は
各
種
団
体
所
有
者

内

個
人
戦（
男
女
混
合
ハ
ン
デ
ィ
戦
）

※
３
ゲ
ー
ム
×
２
回
を
投
球
し
、
ハ
ン
デ

ィ
を
加
え
順
位
を
競
い
ま
す

￥
　
４
５
０
０
円

申

７
月
６
日（
月
）ま
で
に
電
話
で
市
ボ

ウ
リ
ン
グ
協
会（
☎
（75）
５
５
０
６
・
中
村
）

へ市
民
総
合
ス
ポ
ー
ツ
大
会
兼

ミ
ニ
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

時

７
月
18
日（
土
）午
前
５
時
30
分
受
け

付
け
開
始

場

境
総
合
運
動
場
周
辺

※
集
合
は
境
プ
ー
ル

対

体
調
を
整
え
て
参
加
で
き
る
小
学
生

以
上
の
人

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
任
意
加
入
制
度

も
あ
り
ま
す
。

問

年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

優
秀
技
能
者
表
彰
の

候
補
者
を
推
薦
し
て
く
だ
さ
い

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
技
能
者
の
地
位
や
技
能
水
準
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
卓
越
し
た
技
能
を

持
ち
、
本
市
の
産
業
の
発
展
に
尽
く
し
た

優
秀
な
技
能
者
を
表
彰
し
ま
す
。
勤
務
先

か
ら
の
表
彰
対
象
者
の
推
薦
を
受
け
付
け

ま
す
。
ぜ
ひ
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

対

市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、
職
業

能
力
開
発
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
令
和
７

年
度
前
期
・
後
期
の
特
級
・
１
級
・
単
一

等
級
の
技
能
検
定
合
格
者

申

７
月
３
日（
金
）ま
で
に
専
用
HP
か
ら

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

※
推
薦
書
な
ど
の
必
要
書
類
の
添
付
が
必

要
で
す

介
護
職
員
初
任
者
研
修
受
講
料
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

介
護
保
険
課（
☎
（27）
２
７
４
３
）

対

次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
人

●
介
護
職
員
初
任
者
研
修
を
、
受
講
料
を

※
小
・
中
学
生
は
保
護
者
と
一
緒
に
参
加

し
て
く
だ
さ
い

種
目
　

●
一
般
＝
ス
イ
ム
９
０
０
メ
ー
ト
ル
・
バ

イ
ク
25
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
・
ラ
ン
４
キ
ロ
メ

ー
ト
ル

●
中
学
生
＝
ス
イ
ム
３
６
０
メ
ー
ト
ル
・

バ
イ
ク
13
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
・
ラ
ン
３
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

●
小
学
４
年
生
か
ら
６
年
生
＝
ス
イ
ム
80

メ
ー
ト
ル
・
バ
イ
ク
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
・

ラ
ン
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

●
小
学
１
年
生
か
ら
３
年
生
＝
ス
イ
ム
40

メ
ー
ト
ル
・
バ
イ
ク
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
・

ラ
ン
１
・
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

※
リ
レ
ー
で
の
参
加
、
１
部
門
だ
け
の
参

加
も
で
き
ま
す

￥
　
３
０
０
０
円

※
小
・
中
学
生
は
１
０
０
０
円

※
リ
レ
ー
は
１
組
６
０
０
０
円

申

６
月
８
日（
月
）か
ら
30
日（
火
）ま
で

に
市
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
協
会
HP（

http:
//ichiro-1958.cocolog-nifty.com

/
ita/

）か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

問

市
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
協
会（

０
８

０
ー
１
０
７
７
ー
５
９
３
９
・
池
田
）

負
担
し
て
修
了
し
た
人

●
研
修
修
了
後
３
カ
月
以
内
に
、
市
内
の

介
護
事
業
所
な
ど
で
継
続
し
て
３
カ
月
以

上
勤
務
し
て
い
る
人

補
助
金
額
　
１
人
上
限
５
万
円

※
他
の
助
成
な
ど
を
受
け
て
い
る
場
合
は

控
除
後
の
受
講
料
分
を
補
助
し
ま
す

申
請
期
限
　
令
和
９
年
２
月
12
日（
金
）

申

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
介
護
保
険
課
へ

※
申
請
書
は
介
護
保
険
課
に
あ
り
ま
す
。

市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

※
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

る
か
、
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

オ
レ
ン
ジ
の
会（
認
知
症
の
人
と
そ
の

家
族
の
交
流
会
）を
開
催
し
ま
す

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎
（27）
２
７
４
５
）

　
認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
の
不
安
や
悩

み
を
軽
減
し
、
笑
顔
を
増
や
す
た
め
の
交

流
会
で
す
。

時

７
月
22
日（
水
）午
前
10
時
〜
11
時
30

分場

北
公
民
館

対

市
内
に
在
住
の
認
知
症
の
人
や
そ
の

家
族

￥
　
無
料

申

初
め
て
参
加
す
る
人
は
直
接
ま
た
は

電
話
で
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

お
知
ら
せ

ス
ポ
ー
ツ

　家庭で余った賞味期限が２カ月以上残る
常温保存が可能な未開封の食品を集めます。
　 ※肉・魚・野菜などの生鮮食品、アルコ
　ール類、衣類、食器類は除きます
時  　６月22日（月）・23日（火）の午前10時～
午後３時

場  　社会福祉会館（上泉町）
問  　伊勢崎市社会福祉協議会 ボランティア・
　市民活動センター（☎27－5974）

フードドライブに協力してください
問　社会福祉課（☎27－6273）

　購入した回数利用券（1,000円）の表紙を受付に提示した人
に、サイコロを振って出た目の数のお菓子を差し上げます。
時  　６月13日（土）午前９時～午後５時

サイコロチャレンジ

　日頃の来園に感謝し、スーパーシューティングライドが70
円券２枚で利用できます。この機会に高得点でもらえる限定
カードをゲットしてください。
時　６月20日（土）午前９時～午後５時

お客様感謝デー

A
オ ー ト

uto M
ミ ラ イ

irai 華蔵寺遊園地
☎25－4478　 https://kezoujiyuenchi.com/

時  　７月５日（日）午前９時～閉場
　 ※閉場時間は会場で異なります
　 ※施設照明使用料も無料です
対  　市内に在住または在勤・在学の人
申  　当日直接会場へ
　 ※あずま総合運動公園テニスコートの利用はあ
ずま運動施設管理事務所へ。境体育館の利用は
境運動施設管理事務所へ

場   ・問
● アイオーしんきん伊勢崎アリーナ（柔道場）、第二市
民体育館、伊勢崎市マーキングウェイ庭球場、陸上
競技場＝華蔵寺公園運動施設管理事務所（☎23－7
015）
● 赤堀体育館、赤堀剣道場、あかぼり運動公園テニス
コート＝赤堀運動施設管理事務所（☎62－1930）
● あずま体育館、あずま総合運動公園テニスコート＝
あずま運動施設管理事務所（☎62－7271）
● 境体育館＝境運動施設管理事務所（☎74－1113）

市民スポーツの日 施設の無料開放

▲詳しくは
市HPへ

▲市HP

▲専用HP




